
- -1

（
内
閣
委
員
会
）

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
の
地
域
経
済
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
地
域
に
お
け
る
総
合
的
な
経
済
力
の
向
上
を
通
じ
た
地
域
経
済

の
活
性
化
を
引
き
続
き
図
る
た
め
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
の
業
務
の
一
部
の
期
限
を
延
長
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
再
生
支
援
決
定
等
の
期
限
の
延
長

再
生
支
援
決
定
、
特
定
支
援
決
定
、
特
定
組
合
出
資
決
定
及
び
特
定
経
営
管
理
決
定
の
期
限
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
）
を
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
延
長
す
る
。

二
、
業
務
の
完
了
期
限
の
延
長

一
の
決
定
に
係
る
業
務
及
び
特
定
専
門
家
派
遣
決
定
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
、
完
了
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

期
限
（
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
）
を
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
延
長
す
る
。

三
、
施
行
期
日
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こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


